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◇承認事項
　・平成29年度東和土地改良区財務状況報告書の承認に

　　ついて

◇議案事項
　・平成30年度第２期賦課金の一部変更について

　・各種積立金処分額の変更について

　・平成30年度第１回東和土地改良区一般会計収入支出補正予算について

　・ 農家負担金軽減支援対策事業の申請について

　・ 東和土地改良区頭首工管理規程の設定について

　・東和土地改良区頭首工・取水工管理規程の一部変更について

　・土地改良財産の取得及び処分について

　去る８月24日、平成30年度臨時総代会が　大懸　勝一　総代（東旭川地区）議長のもとに開催され、議

事録記名人に　菅沼　順稚　総代（東川地区）、西山 智之　総代（東神楽地区）が選任され、提出議案全

てが原案とおり可決及び承認となりました。

土地改良区の概要
（11月１日現在）

組 合 員 　  1,022人

（表紙写真）
 旭東東神楽地区国営事業の状況

議決事項

（大懸議長による議事進行） （議案説明）

（外山理事長ご挨拶）
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１．会計決算の概要
（収　入） （単位：円）

項　　　　目 決 算 額

賦　　　課　　　金（経常） 409,006,970

賦　　　課　　　金（特別） 12,700,394

補 助 金 及 び 交 付 金 109,922,109

使 用 料 133,330

財 産 収 入 1,597,387

受 託 金 及 び 補 償 金 収 入 58,847,069

借 入 金 50,348,000

決 済 金 1,090,360

繰 入 金 46,103,873

諸 収 入 11,614,343

繰 越 金 72,855,178

合　　　　計 774,219,013

平成29年度 決算及び財務の状況について

（支　出） （単位：円）

項　　　　目 決 算 額

一 般 管 理 費 157,565,113

営 造 物 管 理 費 211,760,873

選 挙 費 59,682

土 地 改 良 事 業 費 80,813,972

諸 税 及 び 負 担 金 93,464,022

繰 出 金 93,013,240

償 還 金 76,006,617

諸 支 出 金 5,287,356

合　　　　計 717,970,875

次 年 度 繰 越 56,248,138

・収入決算額　一金　774,219,013円也
・支出決算額　一金　717,970,875円也
・収入支出差引残高　  56,248,138円也

（翌年度へ繰越）

　財務状況については、貸借対照表及び正味財産計算書により報告させていただきます。



3 水土里ネット東和 秋 2018

２．財務状況

一般会計
科　　　　　目 当年度 前年度 増 減

Ⅰ　資産の部
　　１　流動資産
　　　　　現金及び預金 60,536,709 85,959,947 △25,423,238
　　　　　未収賦課金等 372,600 1,649,150 △1,276,550
　　　　　短期未収金 8,048,959 2,236,704 5,812,255
　　　　　棚卸資産 246,569 305,914 △59,345
　　　　流動資産合計 69,204,837 90,151,715 △20,946,878
　　２　固定資産
　　　　⑴有形固定資産
　　　　　　山林、宅地及びその従物 20,232,562 20,232,562 0
　　　　　　建物及び附属設備 73,544,505 76,777,250 △3,232,745
　　　　　　所有土地改良施設 1,047,381,444 1,115,404,310 △68,022,866
　　　　　　土地改良施設用地等 1,000 0 1,000
　　　　　　土地改良施設建設仮勘定 121,910,579 85,624,656 36,285,923
　　　　　　車両運搬具 3,658,815 5,095,659 △1,436,844
　　　　　　工具、器具等 2,847,782 2,811,431 36,351
　　　　　　有形固定資産合計 1,269,576,687 1,305,945,868 △36,369,181
　　　　⑵無形固定資産
　　　　　　受託土地改良施設使用収益権 189,394,356 196,308,884 △6,914,528
　　　　　　ソフトウェア 1,343,452 1,860,398 △516,946
　　　　　　無形固定資産合計 190,737,808 198,169,282 △7,431,474
　　　　⑶その他固定資産
　　　　　　基本財産
　　　　　　　備荒積立金 72,499,931 71,710,760 789,171
　　　　　　基本財産合計 72,499,931 71,710,760 789,171
　　　　　　特定資産
　　　　　　　退任功労金積立金 2,531,338 9,933,412 △7,402,074
　　　　　　　退職給与金積立金 143,026,700 134,719,381 8,307,319
　　　　　　　決済金積立金 35,907,702 36,504,239 △596,537
　　　　　　　財源調整積立金 273,432,009 271,953,585 1,478,424
　　　　　　　統合積立金 148,428,854 182,176,911 △33,748,057
　　　　　　　維持管理適正化事業拠出金 5,256,000 2,994,000 2,262,000
　　　　　　　施設改善特別対策事業拠出金 1,100,000 2,300,000 △1,200,000
　　　　　　　農業高度化促進積立金 178,391 219,270 △40,879
　　　　　　　機能保全積立金 78,122,000 0 78,122,000
　　　　　　特定資産合計 687,982,994 640,800,798 47,182,196
　　　　　　その他資産
　　　　　　　長期未収賦課金等 13,544,285 16,325,736 △2,781,451
　　　　　　　出資金 1,426,860 1,425,955 905
　　　　　　その他資産合計 14,971,145 17,751,691 △2,780,546
　　　　　その他固定資産合計 775,454,070 730,263,249 45,190,821
　　　　固定資産合計 2,235,768,565 2,234,378,399 1,390,166
　　３　繰延資産
　　　　繰延資産合計 0 0 0
　　資産合計 2,304,973,402 2,324,530,114 △19,556,712
Ⅱ　負債の部
　　１　流動負債
　　　　　未払金 12,337,530 15,341,473 △3,003,943
　　　　流動負債合計 12,337,530 15,341,473 △3,003,943
　　２　固定負債
　　　　　日本政策金融公庫借入金 152,311,568 136,991,878 15,319,690
　　　　　東旭川農業協同組合借入金 21,970,375 31,955,714 △9,985,339
　　　　　東川町農業協同組合借入金 57,667,718 75,960,324 △18,292,606
　　　　　東神楽農業協同組合借入金 16,146,975 21,268,903 △5,121,928
　　　　　あさひかわ農業協同組合借入金 23,067,093 30,384,135 △7,317,042
　　　　　全国土地改良事業団体連合会借入金 96,217,000 92,227,000 3,990,000
　　　　　退任功労金引当金 510,700 9,658,600 △9,147,900
　　　　　職員退職手当引当金 143,026,700 134,786,400 8,240,300
　　　　　決済金引当金 35,907,702 36,504,239 △596,537
　　　　　維持管理適正化事業拠出金未払金 8,394,000 8,286,000 108,000
　　　　　施設改善特別対策事業拠出金未払金 890,000 1,530,000 △640,000
　　　　固定負債合計 556,109,831 579,553,193 △23,443,362
　　負債合計 568,447,361 594,894,666 △26,447,305
Ⅲ　正味財産の部
　　１　指定正味財産
　　　　⑴補助金等
　　２　一般正味財産 1,736,526,041 1,729,635,448 6,890,593
　　　　（うち基本財産への充当額） (72,499,931) (71,710,760) (789,171)
　　　　（うち特定資産への充当額） (508,537,892) (459,918,578) (48,619,314)
　　　　正味財産合計 1,736,526,041 1,729,635,448 6,890,593

負債及び正味財産合計 2,304,973,402 2,324,530,114 △19,556,712

　貸　 借　 対　 照　 表　
平成30年３月31日現在
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１　地区　　　　　　　　　総面積　8,971.13ha （ha）
年度別地積

事業別
前年度末
地　　積

本年度末
地　　積 比 較 増 減 本 年 度

賦課地積
維持管理 8,860.94 8,845.60 △15.34 8,116.67

３．事業の概要
（１）地区及び組合員の状況

一般会計
科　　　　　目 当年度 前年度 増 減

Ⅰ一般正味財産増減の部
　　１　経常増減の部
　　　　⑴経常収入
　　　　　　賦課金
　　　　　　　経常賦課金 409,378,870 362,646,250 46,732,620
　　　　　　　特別賦課金 12,700,394 8,838,358 3,862,036
　　　　　　補助金及び助成金 100,772,109 100,446,017 326,092
　　　　　　使用料 133,330 117,910 15,420
　　　　　　財産収入 1,290,127 1,484,723 △194,596
　　　　　　受託金及び補償金収入 58,847,069 47,978,009 10,869,060
　　　　　　決済金 1,090,360 5,767,340 △4,676,980
　　　　　　諸収入 7,181,342 4,769,905 2,411,437
　　　　　　引当金戻入額 11,487,033 10,292,043 1,194,990
　　　　　　未納金延滞金・過怠金 3,100 3,400 △300
　　　　経常収入計 602,883,734 542,343,955 60,539,779
　　　　⑵経常支出
　　　　　　一般管理費 156,613,146 163,206,297 △6,593,151
　　　　　　営造物管理費 201,016,873 260,553,300 △59,536,427
　　　　　　選挙費 59,682 0 59,682
　　　　　　土地改良事業費 80,813,972 57,818,752 22,995,220
　　　　　　諸税及び負担金 57,178,099 65,612,897 △8,434,798
　　　　　　償還金 4,251,392 5,180,599 △929,207
　　　　　　諸支出金 5,285,451 4,664,295 621,156
　　　　　　減価償却費 81,098,884 83,325,981 △2,227,097
　　　　　　引当金繰入 9,982,896 20,458,007 △10,475,111
　　　　経常支出計 596,300,395 660,820,128 △64,519,733
　　　　当期経常増減額 6,583,339 △118,476,173 125,059,512
　　２　経常外増減の部
　　　　⑴経常外収入
　　　　　　固定資産売却収入 307,259 0 307,259
　　　　⑵経常外支出
　　　　　　固定資産除却支出 5 0 5
　　　　　当期経常外増減額 307,254 0 307,254
　　　　　当期一般正味財産増減額 6,890,593 △118,476,173 125,366,766
　　　　　一般正味財産期首残高 1,729,635,448 1,848,111,621 △118,476,173
　　　　　一般正味財産期末残高 1,736,526,041 1,729,635,448 6,890,593
Ⅱ　指定正味財産増減の部
　　１　補助金等
　　　　補助金等計 0 0 0
　　２　一般正味財産への振替額
　　　　　当期指定正味財産増減額 0 0 0
　　　　　指定正味財産期首残高 0 0 0
　　　　　指定正味財産期末残高 0 0 0
Ⅲ　正味財産期末残高 1,736,526,041 1,729,635,448 6,890,593

　正　 味　 財　 産　 増　 減　 計　 算　 書　
平成29年４月１日から平成30年３月31日まで

２　組合員                総　数　　 1,022名 （名）
年度別員数

選挙区別 前年度末  本年度末 比 較 増 減 附　　　記

第 1 区（東川地区） 245 237 △8 所有権移転及び転用
による減

第 2 区（東旭川地区） 542 528 △14 所有権移転及び転用
による減

第 3 区（東神楽地区） 269 257 △12 所有権移転及び転用
による減

合　　計 1,056 1,022 △34
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（３）平成29年度 事業施行済状況 （単位：千円）

事業区分 事　　　　業　　　　名 事 業 費 事　　業　　量

国　営

大雪東川第一地区　緊急農地再編整備事業 570,000 区画整理　　　　　8.7ha
調査設計　　　　　一式

大雪東川第二地区　緊急農地再編整備事業 ― 地区調査（６年目）

旭東東神楽地区　緊急農地再編整備事業 ― 地区調査（５年目）

道　営

忠別北地区　農地整備事業（経営体育成型） 357,420

区画整理　　　　　27.6ha
暗渠排水　　　　　28.7ha
用水路　　　　　　2,363ｍ
排水路　　　　　　2,300ｍ
農道　　　　　　　2,715ｍ

兵村北地区　農地整備事業（経営体育成型） 83,468 区画整理　　　　　113.8ha

忠別南地区　農地整備事業（経営体育成型） 38,497 調査設計　　　　　一式

旭正北中央地区　農地整備事業（調査計画樹立） 138 調査計画樹立業務　一式

東神楽幹線地区　水利施設整備事業 37,022 遊歩道　　　　　　  151ｍ
防護柵設置　　　　1,371ｍ

上幹線地区　水利施設整備事業 98,966 用水路　　　　　　  738ｍ

団体営

東雲第６頭首工　維持管理適正化事業 2,538 油圧ユニット・シリンダ整備

東雲第10頭首工　維持管理適正化事業 2,516 油圧ユニットキャビネット取替
取水施設管理橋塗装

南第４支線頭首工　維持管理適正化事業 7,614 手動式へ更新

北栄下幹線頭首工　維持管理適正化事業 3,045 油圧配管・油圧設備ピット補修

忠別川第3頭首工　維持管理適正化事業 4,309 無停電電源装置更新   
監視・操作処理装置更新

東旭川米原下29地区　維持管理適正化事業 6,762 用水路　　　　　　279.25ｍ

東旭川豊田下地区　維持管理適正化事業 4,523 用水路　　　　　　187.30ｍ

あさひかわ28地区　農業基盤整備促進事業 5,940 暗渠排水　　　　　2.79ha

あさひかわ29地区　農地耕作条件改善事業 10,251 暗渠排水　　　　　4.84ha

４．事務の経過

　　主なる行事
①　総代会の開催

　　　　平成29年８月10日　臨時総代会

　　　　平成29年12月１日　臨時総代会

　　　　平成30年１月19日　臨時総代会

　　　　平成30年３月19日　通常総代会

　　　　平成29年度中、４回の開催

②　理事会の開催

　　　　平成29年度中､ ９回の開催

（２）維持管理費状況 （単位：千円）

区　分 溝路維持 游水池維持 頭首工維持 揚水機維持 貯水池維持 関連事業費 合 　 計

営造物
管理費 116,681 1,405 13,214 3,307 3,713 3,223 141,543

③　監事会の開催

　　　　平成29年度中､ ４回の開催

④　監査の実施

　　　　平成29年度中､ ２回の実施

⑤　総務委員会の開催

　　　　平成29年度中、７回の開催

⑥　工務委員会の開催

　　　　平成29年度中、５回の開催
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【国営事業】 （単位：千円）
事　　　業　　　名 事業費 事　　業　　量

大雪東川第一地区　緊急農地再編整備事業 1,200,000 区画整理　　　83.0ha
暗渠排水　　　83.0ha

大雪東川第二地区　緊急農地再編整備事業 200,000 調査設計業務　70.0ha

旭東東神楽地区　緊急農地再編整備事業 450,000
調査設計業務　一式
区画整理　　　7.8ha
暗渠排水　　　7.8ha

【道営事業】 （単位：千円）
事　　　業　　　名 事業費 事　　業　　量

忠別北地区 農地整備事業（経営体育成型） 244,650 区画整理　　　15.6ha
用水路　　　　90ｍ

兵村北地区 農地整備事業（経営体育成型） 369,410 区画整理　   　9.5ha
用水路　　　　97ｍ

忠別南地区 農地整備事業（経営体育成型） 31,300 調査設計業務　一式
旭正北中央地区 農地整備事業（経営体育成型） 50,000 調査設計業務　一式
上幹線地区 水利施設整備事業（基幹水利施設整備型） 100,000 用水路　　　　619ｍ

【団体営事業】 （単位：千円）
事　　　業　　　名 事業費 事　　業　　量

西瑞穂頭首工　維持管理適正化事業 5,900 頭首工整備　　一式
南第２支線取水工　維持管理適正化事業 6,200 頭首工整備　　一式
東川北第３支線用水路　維持管理適正化事業 14,200 用水路整備　　12.3ｍ
基線沿支線用水路　維持管理適正化事業 4,300 安全施設整備　211ｍ

忠別川第２頭首工　維持管理適正化事業 3,900 電気設備・管理施設
建屋整備　　　一式

東旭川豊田上地区　施設改善対策事業 5,500 用水路整備　　254ｍ

あさひかわ29地区　農地耕作条件改善事業 10,760 区画整理　　　2.3ha
暗渠排水　　　2.3ha

　平成29年度の決算にあたり、去る７月30日、31日の２日間、当改良区監事３名により、規程に基
づき収入支出決算書、財産目録、事業報告の内容精査と業務全般に亘る状況等について監査が行わ
れました。

監　査　報　告

定 期 監 査 の 結 果 に つ い て（報告）

　東和土地改良区定款第21条に基づき､ 平成29年度東和土地改良区一般会計収入支出､ 事業の執
行及び財産の状況について平成30年７月30日、31日の両日定期監査を行った結果､ いずれも適正
と認めましたので､ ここに報告いたします｡

東和土地改良区 総括監事 　榊　　　光　義 
同　　　　監　事　　北　山　秀　雄 
同　　　　監　事　　山　中　伸　幸
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旭東東神楽地区
　去る６月18日に、工事着工に先立ち、旭東東神楽地区国営緊急農地再編整備事業本部推進期成会
と施行業者である株式会社丸善建設により、「安全祈願祭」が挙行され、関係者臨席のもと工事の無
事を祈願し鍬入れが行われました。本年度は、区画整理7.8haが実施されており、工事が本格スター
トしました。

国営緊急農地再編整備事業の実施状況

大雪東川第一、第二地区
　大雪東川第一地区は、区画整理83haが施行されています。また、来年度施行予定箇所の実施設計
も併せて行われています。
　大雪東川第二地区は、事業計画の決定、実施設計、換地委員会の設立等、事業採択に向けた準備
を着実に進めており、来年度着工に期待がかかるところです。

（区画整理） （暗渠敷設）

（鍬入れ）（鎌入れ）
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　７月２日から続いた大雨により、当区施設に於いても頭首工、水路破損及び法面崩れ等で、一昨
年の大雨災害を上回る補修97箇所、工事費4,100万円の被害となりました。７月の深水かんがい期
ということもあり、７月６日に緊急理事会を開催し、被害箇所の早期復旧に役職員一丸となって対
応にあたりましたが、被害の大きかった一部地域に於いては、通水までの日数を要することとな
り、ご迷惑をお掛けしました。現在、仮復旧箇所の本復旧工事等がほぼ完了したところでございます。
工事費には、第１回補正予算にて総代会の承認をいただき、前年度繰越金及び積立金1,000万円の取
り崩しにより対応しております。
　今回の大雨に於いて、災害拡大防止のため田んぼダムにご協力いただいた組合員様にお礼申し上
げると共に、ほ場にて被害に遭われた方々にお見舞い申し上げます。

７月豪雨被害について

　農業農村の有する多面的機能の維持増進活動の一環により、例年、関係事業者様により無償にて
水路清掃や倒木撤去等の貢献活動を実施していただいており、本年度は以下のとおり活動いただい
ております。

地域貢献活動ありがとうございました

実施後実施前

貢　献　者 活動時期 活動内容
株式会社 藤田組 ４月 倉沼川第１幹線用水路清掃活動

株式会社 丸善建設 ８月 東神楽北第４支線第３分派線用水路清掃活動
花本建設 株式会社 ９月 東神楽北第７支線用水路清掃活動
新谷建設 株式会社 10月 東川第２游水池導水路清掃活動
花本建設 株式会社 11月 東川第１游水池導水路清掃活動

　これから本格的な冬になりますが、例年、春先の雪解け時期に水路の水溢れが起こり、対策とし
て雪割り等を実施しております。水溢れの原因の一つとして、水路への雪捨てが考えられ、下流域
での水嵩の上昇、また、捨てられた雪が水路をふさぎ越流する等、思わぬ浸水被害が発生していま
すので、水路には雪を捨てないようお願いいたします。

水路への雪捨てはやめましょう！

（頭首工破損） （幹線水路土砂流入） （流木堆積）
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　東川町立東川小学校と東神楽町立東聖小学校の５年生を対象に、｢田んぼの学校｣ を開催いたしま
した。田んぼの学校を始めてから18年目となりますが、今年もたくさんの笑顔を見せてくれました。

田んぼの学校開催

　土地改良区の組合員が、その資格に係る権利の目的である土地の全部又は一部について移動（売
買･相続･経営移譲･賃貸借･賃貸借解除等）した場合は、土地改良区に届出なければなりません。（土
地改良法第43条）
　この届出がなければ名義は変らず賦課金もそのままもとの組合員に賦課されます。なお、市役所･
町役場･農協･共済組合等で名義変更すれば自動的に土地改良区の方も変更されると思っておられる
方がいらっしゃいますが、別途届出が必要ですので、名義変更される方は両者の印鑑をご持参の上、
土地改良区にお出向きください。

各届出は忘れずに
組合員の資格得喪

　農地を宅地に転用したり、農地以外に転用したり、道路用地、河川敷地として買収されたときは、
届出を行い、決済金を納めなければなりません。
　土地改良区の組合員としての資格に係る農用地には、施設の維持管理費や今まで行ってきた事業
の未償還金、今後予想される土地改良事業費が掛かっております。この農用地を転用することにより、
その農用地に掛かっている費用を一括して支払うしくみで、このことにより、今後も農用地として（今
後共農業を続ける組合員）に不当な負担を負わせないように定めた規定です。なお、届出がないと
そのまま毎年賦課され賦課台帳から除外になりませんのでご注意願います。

農地転用

平成30年11月29日発行
発　行　所
旭川市東旭川町旭正312番地の13
東和土地改良区
電話 32-2241　FAX 32-2244
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http://www.touwa.or.jp/
発行人　理事長　外山 弘美
編　集　総務課

あ  と  が  き
　本年は、豪雨、地震と災害の年となってしまい被害に遭われ
た方には心よりお見舞い申し上げます。事務局としましては、
頻繁に起こる災害への備え等、出来ることを検討してまいりた
いと考えております。
　これからは日々気温が下がりますので風邪など引かないよう
十分留意され、来年は穏やかな年となることをご祈念申し上げ
ます。� （事務局）

　農地の移動（売買を含む）をする場合、滞納賦課金のある農地を取得すると土地改良法第42条１
項の規定により、取得した組合員が滞納賦課金を納付しなければなりません。必ず、土地改良区で
未納があるか確認してから契約するように注意してください。

注意！ 滞納賦課金は新組合員に承継されます


